
歯科点数等Ｑ＆Ａ 

 

（医学管理等） 

Ｑ１在宅患者訪問口腔リハビリテーション指導管理料、歯周病安定期治療（以下、訪問口

腔リハ等）を算定している患者であって、歯科治療総合医療管理料（Ⅰ）または（Ⅱ）も

しくは在宅患者歯科治療総合医療管理料（Ⅰ）または（Ⅱ）（以下、医管等）の対象とな

る処置を実施した場合に、訪問口腔リハ等の包括範囲に含まれ個別の算定ができない項目

に該当する処置を行った日に、医管等の要件に該当する総合的医療管理を行った場合、こ

れらの管理料を算定できるか。 

Ａ１訪問口腔リハ等を算定している場合に限り、医管等の要件に該当する患者であって、

管理料の対象となる処置を実際に行った場合に算定できます。この場合、レセプトの摘要

欄に実際に行った処置の項目を記載します。 
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